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 私は、父から、非上場株式である甲株式会社の株式 50,000 株と現金 500 万円の贈与を受けました。
私は、贈与を受けた株式について、非上場株式等についての納税猶予の特例（注１）の適用を受けます。
父は直系尊属であり、平成 27 年１月１日において、私は 20 歳以上です。「特例税率」（注２）を適用し
て暦年課税により申告します。 

（注）１ 特例の概要については、72 ページを参照してください。 

２ 「特例税率」については、２ページを参照してください。 

【事例８】非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例（暦年課税）を適用する場合 

「株式等納税猶

予税額の計算書

（贈与税）」の「3

株式等納税猶予

税額の計算」の④

（55ページ参照）

から転記します。

事
例
８ 

※ 平成 27 年分の贈与税の申告書に個人番号（12 桁）の記載は不要です。 
  社会保障・税番号制度については、この「贈与税の申告のしかた」の裏表紙をご覧ください。 

記入漏れが多い

箇所ですので注

意してください。

暦 年 課 税 に よ る
贈与税額の計算
に 当 た っ て は 、
82、83 ページの
「贈与税（暦年課
税）の税額の計算
明細」を活用くだ
さい。 
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この特例の適用を受ける場合には、次に掲げる書類を提出してください。（注）担保提供関係書類が別途必要となります。 

提 出 書 類 

１ 
この特例の適用を受ける旨、特例の適用を受ける非上場株式等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を記載した書類（「株式

等納税猶予税額の計算書（贈与税）」（上記参照）に必要な事項を記載してください。） 

２ 
会社の株主名簿の写しなど、贈与の直前及び贈与の時における会社の全ての株主又は社員の氏名等及び住所等並びにこれらの者が有

する株式等に係る議決権の数が確認できる書類等（その会社が証明したものに限ります。） 

３ 
贈与の時における会社の定款の写し（会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合には、当

該事項を記載した書面を含みます。） 

４ 
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第７条第４項の経済産業大臣の認定書の写し及び同条第２項の申請書

の写し 

５ 
外国会社又は租税特別措置法施行令第40条の８第11項に規定する法人の株式等を有する場合には、贈与の日の属する事業年度の直前

の事業年度（資産保有型会社又は資産運用型会社に該当する場合は、贈与の日の３年前の日の属する事業年度から贈与の日の属する

事業年度の直前の事業年度までの各事業年度）の貸借対照表及び損益計算書 

 

贈与により取得した

株式等のうち、納税

猶予の特例の適用を

受ける株式等の数を

⑥欄の株式等の数等

を限度として記入し

ます。 

申告書第一表の⑯

（54ページ参照）に

転記します。 

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の添付書類 


